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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に超音波を送受信して得られる受信信号に基づき、前記被検体の断層像を求めて
表示する超音波診断装置であって、
　前記被検体のスキャン部位別に、超音波出力に関する指標値の最大値を記憶する最大値
記憶手段と、
　前記被検体のスキャン部位を任意に選択可能な選択手段と、
　前記選択手段により選択されたスキャン部位に対応する前記指標値の最大値を前記最大
値記憶手段から取得し、当該指標値の最大値を超えないように前記超音波出力を制御する
超音波出力制御手段と、
　前記超音波出力に関する現在の指標値を表示する第１表示手段と、
　前記超音波出力制御手段がオフ状態のとき、前記超音波出力を操作者の操作に応じて調
整する調整手段と、
　前記操作者の操作により、前記超音波出力制御手段のオン状態及びオフ状態を互いに切
り替える第１切替手段と、
　前記第１切替手段により前記超音波出力制御手段がオン状態に切り替えられると、前記
調整された超音波出力に応じて表示中の前記現在の指標値を前記最大値として前記最大値
記憶手段に書き込む書込手段と、
　プリセット起動時に、前記最大値記憶手段内の最大値の確認を促す確認メッセージを表
示する第２表示手段と、
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　前記操作者の操作により、前記第２表示手段のオン状態及びオフ状態を互いに切り替え
る切替手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記最大値記憶手段は、前記スキャン部位別及び超音波プローブの種類別に前記指標値
の最大値を記憶することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記最大値記憶手段は、前記スキャン部位別及び出荷国別に前記指標値の最大値を記憶
することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記超音波出力制御手段は、全てのスキャンモードにおいて、前記指標値の最大値を超
えないように前記超音波出力を制御することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記調整手段及び前記第１切替手段は、前記操作者の操作に応じて、前記書込手段を介
して前記最大値記憶手段内の最大値を前記現在の指標値に変更することを特徴とする超音
波診断装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の超音波診断装置において、
　前記調整手段及び前記第１切替手段の操作が許可された操作者の操作者識別情報を記憶
する操作者識別情報記憶手段と、
　前記調整手段及び前記第１切替手段を操作する操作者に対し、当該操作者の操作者識別
情報の入力を促す手段と、
　前記入力された操作者識別情報と、前記記憶された操作者識別情報とを照合し、両者が
一致したとき、前記調整手段及び前記第１切替手段の操作を許可する操作許可手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記第１表示手段に表示された現在の指標値と、前記最大値記憶手段内の最大値とを比
較する比較手段と、
　前記比較した結果、当該現在の指標値が当該最大値以上のとき、前記操作者に警告を出
力する警告手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の超音波診断装置において、
　前記操作者の操作により、前記警告手段のオン状態及びオフ状態を互いに切り替える第
２切替手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記最大値記憶手段内の前記スキャン部位別の最大値が、プリセットされている最大値
以下かどうかを表示する第３表示手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波プローブに内蔵された超音波振動子から発生する超音波パル
スを被検体内に放射し、被検体組織や血流からの反射波を超音波振動子により受信して画
像データ等を生成及び表示する装置である。
【０００３】
　このような超音波診断装置において、超音波が生体に及ぼす指標値として、例えば、Ｍ
Ｉ（mechanical index）値、ＴＩ（thermal index）値及びＩｓｐｔａ（spatial - peak 
temporal - average intensity：空間ピーク時間平均強度）値などがある。
【０００４】
　ＭＩ値は、超音波が生体に及ぼす非熱的作用（機械的作用）の安全性を評価する指標値
であり、負のピーク音圧を中心周波数の平方根で割った値で定義される。ＭＩ値により、
体液内に溶け込んでいる気体が超音波による圧力変化で気泡となるなど、生体組織に影響
を及ぼすキャビテーションの発生程度を表すことができる。
【０００５】
　ＴＩ値は、超音波が生体に及ぼす熱的作用の安全性を評価する指標値であり、超音波の
吸収減衰によって生体組織の温度を１度上昇させる超音波の出力を１として、超音波出力
の強さをその比率で表したものである。
【０００６】
　Ｉｓｐｔａ値は、音の強さが音場中で最大値をとる点での音の強さの時間的平均値であ
り、超音波パルスの瞬時強度を時間積分した値（パルス強度積分、ＰＩＩ：pulse - inte
nsity integral）をパルス繰返し周期で平均したときの超音波出力の強度値で定義される
。
【０００７】
　これらの指標値は推奨最大値がガイドラインで示されている。なお、ガイドラインの内
容は国により異なる。例えばイギリスの場合、胎児、眼球及び頭蓋スキャンでは、超音波
による非熱的作用が大きいことから、他の診断領域よりも低いＭＩ値が推奨最大値（推奨
最大ＭＩ値）として示されている。また、イギリスの場合、超音波による熱的作用を鑑み
、ＴＩ値毎に推奨される最大スキャン時間が示されている。ただし、研究目的又は必要な
場合に限り、操作者の責任の下、推奨条件以上の生体影響を与えうる条件での検査が認め
られている。
【０００８】
　以上のような超音波出力に関する指標値は、検査中に焦点（focus）や周波数等のパラ
メータの変更により、意図せず高くなる場合がある。
【０００９】
　そのため、超音波診断装置には、パラメータを変更した場合でも、予め設定した目標Ｍ
Ｉ値を維持するように超音波出力を制御する機能が存在する。この機能は、一般的に、超
音波の機械的作用の影響による気泡の破裂を抑えるために、造影検査モードで使用されて
いる。また、造影剤を用いるような特殊な診断か否かといった診断の種類に応じて、予め
設定した目標ＭＩ値を維持するように超音波出力を制御するか又は目標超音波出力を維持
するように超音波出力を制御するかを選択可能な機能も存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００４－３０５３４７号公報
【特許文献２】特開２０１１－１２０７０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、従来の超音波診断装置では、通常は特に問題ないが、本発明者の検討に
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よれば、胎児、眼球及び頭蓋などのスキャン部位別に超音波出力に関する指標値の最大値
を設定する機能がない点で改善の余地がある。
【００１２】
　補足すると、従来の超音波診断装置は、造影検査モード及びそれ以外のモード等のスキ
ャンモードによらず、超音波による生体影響をスキャン部位別の指標値の最大値以下に抑
制し、安全性を維持するための機能がない点で改善の余地がある。
【００１３】
　目的は、スキャンモードによらず、超音波による生体影響をスキャン部位別の指標値の
最大値以下に抑制し、安全性を維持し得る超音波診断装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　実施形態に係る超音波診断装置は、被検体に超音波を送受信して得られる受信信号に基
づき、前記被検体の断層像を求めて表示する。
【００１５】
　前記超音波診断装置は、最大値記憶手段、選択手段、超音波出力制御手段、第１表示手
段、調整手段、第１切替手段、書込手段、第２表示手段及び切替手段を備えている。
【００１６】
　前記最大値記憶手段は、前記被検体のスキャン部位別に、超音波出力に関する指標値の
最大値を記憶する。
【００１７】
　前記選択手段は、前記被検体のスキャン部位を任意に選択可能な手段である。
【００１８】
　前記超音波出力制御手段は、前記選択手段により選択されたスキャン部位に対応する前
記指標値の最大値を前記最大値記憶手段から取得し、当該前記指標値の最大値を超えない
ように前記超音波出力を制御する。
　前記第１表示手段は、前記超音波出力に関する現在の指標値を表示する。
　前記調整手段は、前記超音波出力制御手段がオフ状態のとき、前記超音波出力を操作者
の操作に応じて調整する。
　前記第１切替手段は、前記操作者の操作により、前記超音波出力制御手段のオン状態及
びオフ状態を互いに切り替える。
　前記書込手段は、前記第１切替手段により前記超音波出力制御手段がオン状態に切り替
えられると、前記調整された超音波出力に応じて表示中の前記現在の指標値を前記最大値
として前記最大値記憶手段に書き込む。
　前記第２表示手段は、プリセット起動時に、前記最大値記憶手段内の最大値の確認を促
す確認メッセージを表示する。
　前記切替手段は、前記操作者の操作により、前記第２表示手段のオン状態及びオフ状態
を互いに切り替える。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示す模式図である。
【図２】同実施形態におけるプリセット選択画面の一例を示す模式図である。
【図３】同実施形態における患者情報登録画面の一例を示す模式図である。
【図４】同実施形態における動作を説明するためのフローチャートである。
【図５】第２の実施形態に係る超音波診断装置の動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【図６】第３の実施形態に係る超音波診断装置の動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、各実施形態に係る超音波診断装置について図面を用いて説明する。各実施形態は
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、超音波出力に関する指標値としてＭＩ値を用いた場合を述べるが、ＭＩ値に限らず、Ｔ
Ｉ値、Ｉｓｐｔａ値などの任意の指標値が同様にして適用可能となっている。ここで、「
超音波出力」の用語は、「音響出力」又は「音響パワー」と読み替えてもよい。また、第
２の実施形態以降では、先行する実施形態とは略同一の構成要素には同一符号を付してそ
の詳しい説明を省略し、先行する実施形態とは異なる構成要素について主に説明する。
【００２１】
　＜第１の実施形態＞
　図１は第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図である。超音波診
断装置１は、超音波プローブ２、装置本体３、送受信部４、Ｂモード処理部５、ドプラ処
理部６、画像生成部７、画像メモリ８、表示制御部９、ディスプレイ１０、制御プロセッ
サ１１、内部記憶部１２、入力部１３、インタフェース部１４、ＭＩ最大値選択ダイヤル
１５、ＭＩリミットボタン１６及び超音波出力調整ダイヤル１７等を備えている。
【００２２】
　超音波プローブ２は、送受信部４からの駆動信号に基づき超音波を発生し、被検体から
の反射波を電気信号に変換する。
【００２３】
　超音波プローブ２から被検体Ｐに超音波が送信されると、当該送信超音波は、体内組織
の音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、エコー信号として超音波プローブ２
に受信される。
【００２４】
　また、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁等の表面で反射された場
合のエコーは、ドプラ効果により移動体の超音波送信方向の速度成分に依存して、周波数
偏移を受ける。
【００２５】
　送受信部４は、送信系としてのパルス発生器、遅延回路およびパルサを有している。パ
ルサでは、所定のレート周波数ｆｒ［Ｈｚ］（周期；１／ｆｒ秒）で、送信超音波を形成
するためのレートパルスが繰り返し発生される。遅延回路では、チャンネル毎に超音波を
ビーム状に集束し且つ送信指向性を決定するのに必要な遅延時間が、各レートパルスに与
えられる。パルス発生器は、このレートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ２
に駆動パルスを印加する。
【００２６】
　また、送受信部４は、受信系としてのプリアンプ、Ａ／Ｄ変換器、受信遅延部、加算器
等を有している。プリアンプは、超音波プローブ２を介して取り込まれたエコー信号（受
信信号）をチャンネル毎に増幅する。受信遅延部は、増幅されたエコー信号に対し受信指
向性を決定するのに必要な遅延時間を与える。加算器は、遅延時間が与えられたエコー信
号を加算する。この加算により、エコー信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が
強調され、受信指向性と送信指向性とにより超音波送受信の総合的なビームが形成される
。
【００２７】
　Ｂモード処理部５は、検波器及び対数圧縮器等を有している。検波器は、送受信部４か
らエコー信号を受け取り、包絡線検波処理を実行する。対数圧縮器は、上記検波処理にお
ける検波後のエコー信号に対して対数増幅を施し、信号強度が輝度の明るさで表現される
データを生成する。
【００２８】
　ドプラ処理部６は、送受信部４から受け取ったエコー信号から速度情報を周波数解析し
、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度、分散、パワー等
の血流情報を多点について求める。得られた血流情報は、画像生成部７等にて所定の処理
を受けた後、平均速度画像、分散画像、パワー画像、これらの組み合わせ画像としてカラ
ー表示される。
【００２９】
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　画像生成部７は、Ｂモード処理部５及びドプラ処理部６から出力されるデータに基づき
Ｂモード画像及びＣＦＭ（color flow mapping）モード画像等の超音波画像を生成する。
生成された超音波画像は、画像メモリ８に出力される。
【００３０】
　画像メモリ８は、画像生成部７から出力されたフレーム毎の超音波画像を格納する記憶
メモリから成る。この超音波画像は、例えば診断の後に読み出すことが可能となっており
、静止画的に、あるいは複数枚を使って動画的に再生することが可能である。
【００３１】
　表示制御部９は、画像メモリ８から超音波画像を読み出すとともに、読み出した画像と
文字情報等とを合成した診断画面を生成し、ディスプレイ１０に表示させる。なお、超音
波プローブ２を所定時間幅ずつ駆動して超音波の送受信を行う際に、表示制御部９は、画
像メモリ８に記憶された各モード画像の同一フレームの超音波画像（被検体の断層像）を
同一画面上にレイアウトし、これに文字情報等を合成した診断画面を生成して、ディスプ
レイ１０に表示させる。
【００３２】
　ディスプレイ１０は、例えばＬＣＤ（liquid crystal display）であり、表示制御部９
に制御されて上記診断画面等を表示する。
【００３３】
　入力部１３は、オペレータからの各種指示、条件、関心領域（ＲＯＩ）の設定指示、種
々の画質条件設定指示等を装置本体３に取り込むための各種スイッチ、ボタン、トラック
ボールの他、マウス、キーボード等を有している。
【００３４】
　インタフェース部１４は、各種の入出力デバイス、通信ネットワーク、及び外部記憶装
置等を装置本体３に接続するためのインタフェースである。超音波診断装置１において得
られた超音波画像等のデータや解析結果等は、インタフェース部１４を介して上記入出力
デバイス、通信ネットワークに接続された他の装置、及び上記外部記憶装置に出力可能で
ある。
【００３５】
　ＭＩ最大値選択ダイヤル１５は、内部記憶部１２内のプリセット情報に書込まれるスキ
ャン部位別のＭＩ値の最大値を操作者の操作によって調整するものである。
【００３６】
　ＭＩリミットボタン１６は、操作者の操作によって制御プロセッサ１１による超音波出
力制御機能の入（オン）／切（オフ）を制御するものであり、例えば、ＴＣＳ（touch co
mmand screen）又はディスプレイ１０上に表示される。但し、ＭＩリミットボタン１６は
、ハードウェアキーとして設けられてもよい。超音波出力制御機能は、超音波出力抑制機
能と呼んでもよい。
【００３７】
　超音波出力調整ダイヤル１７は、超音波出力を操作者の操作によって調整するものであ
る。
【００３８】
　内部記憶部１２には、各種スキャンシーケンスや超音波の送信条件等のデータ、制御プ
ロセッサ１１に種々の機能を実現させるための制御プログラム、システム情報、プリセッ
ト情報、患者情報及び操作者識別情報等が記憶されている。プリセット情報は、例えば図
２に示すプリセット選択画面Ｇ１により、腹部（abdomen）、胎児（OB：産科、fetal hea
rt：胎児心臓）、頭蓋（TCD）等のスキャン部位別に、選択的に設定可能となっている。
このプリセット情報は、通常のプリセット情報の他に、被検体のスキャン部位別に、超音
波出力に関する指標値の最大値を含んでいる。
【００３９】
　通常のプリセット情報は、装置動作の初期状態の条件項目の値を含んでおり、条件項目
には操作者が調整可能な調整項目が含まれている。調整項目は、検査モード、スキャンモ
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ード、スキャン条件、信号処理条件、表示条件等に関する項目である。
【００４０】
　患者情報は、例えば、図３に示す患者情報登録画面Ｇ２内の項目と値を含む情報であり
、患者識別情報（氏名、ID、誕生日）、スキャン部位（図中、「Exam Type」）等を含ん
でいる。
【００４１】
　操作者識別情報としては、例えば、操作者ＩＤや操作者名が挙げられる。
【００４２】
　制御プロセッサ１１は、超音波診断装置１の各部の動作を制御する。また、制御プロセ
ッサ１１は、内部記憶部１２に記憶された制御プログラムを実行することにより、選択機
能及び超音波出力制御機能を実現する。選択機能は、被検体のスキャン部位を任意に選択
可能な機能であり、例えば、被検体の所望とする部位に関する選択肢を任意に選択可能と
している。超音波出力制御機能は、当該選択機能により選択されたスキャン部位に対応す
る指標値の最大値を内部記憶部１２から取得し、当該指標値の最大値に基づいて超音波出
力を制御する機能である。
【００４３】
　超音波出力を制御する方法としては、送信周波数や、バースト波数等の送信条件を変更
する以外に、超音波プローブ２に印加する電圧又は電流を増減させる方法が可能である。
「超音波プローブ２に印加する電圧」は、「送信電圧」又は「駆動電圧」と呼んでもよい
。本明細書では、送信条件を変更するのではなく、送信電圧を変更することで、超音波出
力の大きさを変更する方法を用いている。
【００４４】
　次に、以上のように構成された超音波診断装置１の動作を図４のフローチャートを用い
て説明する。
【００４５】
　超音波診断装置１では、操作者による入力部１３の操作等によって起動すると（ＳＴ１
）、操作者による入力部１３の操作により、患者ＩＤが入力される。制御プロセッサ１１
は、入力された患者ＩＤに基づいて内部記憶部１２を検索し、得られた患者情報に基いて
患者情報登録画面Ｇ２をディスプレイ１０に表示させる。操作者は、患者情報登録画面Ｇ
２に表示されたスキャン部位“Abdomen”（腹部）を認識する。プリセット選択画面Ｇ１
では、複数のプリセット情報からスキャン部位に応じたプリセット情報を選択可能である
。
【００４６】
　超音波診断装置１では、プリセット選択画面Ｇ１内の選択ボタンが操作者にタッチ操作
されると、制御プロセッサ１１が、当該選択ボタンが示すスキャン部位を選択する。また
、制御プロセッサ１１は、当該選択されたスキャン部位に応じたプリセット情報を選択し
（ＳＴ２）、当該プリセット情報を内部記憶部１２から読み出す。
【００４７】
　次に、超音波診断装置１では、操作者の操作により、スキャンを開始する（ＳＴ３）。
【００４８】
　スキャン実行中、ＭＩ最大値選択ダイヤル１５の操作により、スキャン部位別に所望の
ＭＩ値の最大値が選択され（ＳＴ４）、図示しない保存ボタンが押し操作されると、制御
プロセッサ１１は、当該選択されたＭＩ値の最大値をスキャン部位別にプリセット情報に
保存する（ＳＴ５）。このプリセット情報は、内部記憶部１２に更新保存される。
【００４９】
　以下、超音波診断装置１では、超音波プローブ２を駆動して患者（被検体）に超音波を
送受信し、得られた受信信号に基づき、患者のスキャン部位の断層像を求めてディスプレ
イ１０に表示する。
【００５０】
　このとき、制御プロセッサ１１は、選択されたスキャン部位に対応するＭＩ値の最大値
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（ステップＳＴ５で保存したＭＩ値）を内部記憶部１２から取得し、当該ＭＩ値の最大値
を超えないように超音波出力を制御し、スキャンを実行する。
【００５１】
　以上が本実施形態での主な操作の流れである。
【００５２】
　本実施形態では、上述の装置構成を用いることにより、被検体のスキャン部位別にプリ
セットを作成することで、超音波出力に関する指標値（例、ＭＩ値）の最大値を記憶し、
スキャン部位を選択すると、当該選択したスキャン部位に対応する指標値の最大値を取得
し、当該指標値の最大値を超えないように超音波出力を制御する。従って、スキャンモー
ドによらず、超音波による生体影響をスキャン部位別の指標値の最大値以下に抑制し、安
全性を維持することができる。なお、ステップＳＴ５では、ステップＳＴ４で選択された
ＭＩ値の最大値を超音波プローブの種類別にプリセット情報に保存してもよい。また、メ
ーカーから出荷する際に出荷国別に異なる超音波出力に関する指標値の最大値を保存して
も良い。すなわち、ＭＩ値の最大値は、スキャン部位の他に、超音波プローブの種類に基
づいて定めた値としてもよく、超音波診断装置の出荷国（の規制値）に基づいて定めた値
としてもよい。選択された指標値（例、ＭＩ値）の最大値をスキャン部位別、超音波プロ
ーブの種類別及び出荷国別に記憶する場合、前述した効果に加え、超音波による生体影響
を超音波プローブの種類別及び出荷国別の指標値の最大値以下に抑制することで各操作者
のニーズに合った条件で安心して検査を実施することが可能となる。
【００５３】
　また、制御プロセッサ１１は、全てのスキャンモードにおいて、指標値の最大値を超え
ないように超音波出力を制御してもよい。すなわち、指標値の最大値は、全サブモード間
で共通とし、一度、プリセット情報を作成した後には、全てのスキャン方法（Ｂモード、
カラーモード、パルスドプラモード等）に適用することが可能である。
【００５４】
　次に、操作者の判断の下、プリセット情報内のＭＩ値の最大値を超えるＭＩ値でスキャ
ンをする場合に関し、プリセット情報内のＭＩ値の最大値よりも上の最大値を選択する方
法について説明する。例えば、超音波出力に関する指標値の最大値に対し、国の基準が臨
床用と研究用とで異なる場合や、プリセット情報に保存してある最大値では診断対象（例
、胎児）が見えない場合に、以下のような操作により対応することも可能である。
【００５５】
　スキャン実行中、ＭＩ最大値選択ダイヤル１５の操作により、プリセット情報内のＭＩ
値の最大値よりも上の最大値が選択される。但し、保存ボタンは操作されない。
【００５６】
　これにより、超音波出力調整ダイヤル１７の操作により、プリセット情報内のＭＩ値の
最大値を超える超音波出力で患者の対象部位をスキャンすることができる。但し、このと
きの超音波出力は、ＭＩ最大値選択ダイヤル１５の操作により選択された最大値を超えな
いように、制御プロセッサ１１によって制御される。
【００５７】
　＜第２の実施形態＞
　次に、第２の実施形態に係る超音波診断装置について図１を参照しながら説明する。
【００５８】
　本実施形態は、第１の実施形態の変形例であり、超音波診断装置１の制御プロセッサ１
１が、制御プログラムの実行により、第１表示機能（ｆ１）、調整機能（ｆ２）、第１切
替機能（ｆ３）及び書込機能（ｆ４）を実現する構成となっている。
【００５９】
　（ｆ１）超音波出力に関する現在の指標値を表示制御部９を介してディスプレイ１０に
表示する第１表示機能。第１表示機能、表示制御部９及びディスプレイ１０は、第１表示
手段を構成している。なお、第１表示機能（ｆ１）は、（関連する機能（ｆ２）～（ｆ４
）を実施しない場合でも）単独で各実施形態に実施してもよい。
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【００６０】
　（ｆ２）超音波出力制御機能がオフ状態のとき、超音波出力調整ダイヤル１７に対する
操作者の操作に応じて超音波出力を調整する調整機能。超音波出力調整ダイヤル１７及び
調整機能（ｆ２）は、調整手段を構成している。調整手段としては、超音波出力調整ダイ
ヤル１７に限らず、任意の入力インタフェースが使用可能となっている。
【００６１】
　（ｆ３）ＭＩリミットボタン１６に対する操作者の操作により、超音波出力制御機能の
オン状態及びオフ状態を互いに切り替える第１切替機能。ＭＩリミットボタン１６及び第
１切替機能（ｆ３）は、第１切替手段を構成している。第１切替手段としては、ＭＩリミ
ットボタン１６に限らず、任意の入力インタフェースが使用可能となっている。
【００６２】
　（ｆ４）第１切替機能により超音波出力制御機能がオン状態に切り替えられると、当該
調整された超音波出力に応じて表示中の現在の指標値を最大値として内部記憶部１２内の
プリセット情報（又はシステム情報）に書き込む書込機能。
【００６３】
　ここで、調整機能（ｆ２）及び第１切替機能（ｆ３）は、操作者の操作に応じて、書込
機能（ｆ４）を介して内部記憶部１２内の最大値を現在の指標値に変更可能である。
【００６４】
　例えば、超音波出力に関する指標値の最大値に対し、国の基準が臨床用と研究用とで異
なる場合や、現在の最大値では超音波診断の診断対象が見えない場合がある。
【００６５】
　これらの場合でも、超音波診断装置１は、調整機能（ｆ２）及び第１切替機能（ｆ３）
の操作に応じて、内部記憶部１２内の（超音波出力に関する）最大値を変更する構成によ
り、対応することができる。
【００６６】
　また、制御プロセッサ１１は、制御プログラムの実行により、以下の各機能（ｆ５）～
（ｆ１０）を実現してもよい。
【００６７】
　（ｆ５）ディスプレイ１０に表示された現在の指標値と、内部記憶部１２内の（スキャ
ン部位別の）最大値とを比較する比較機能。
【００６８】
　（ｆ６）当該比較した結果、当該現在の指標値が当該最大値以上のとき、操作者に警告
を出力する警告機能。警告には、色表示、音声出力、メッセージ表示又はその組合せが適
宜、使用可能となっている。例えば、警告はディスプレイ１０に表示出力してもよく、図
示しないブザーから警告音を出力してもよく、図示しないスピーカから警告音声を出力し
てもよい。
【００６９】
　（ｆ７）図示しない警告入／切ボタンに対する操作者の操作により、警告機能（ｆ６）
のオン状態及びオフ状態を互いに切り替える第２切替機能。警告入／切ボタン及び第２切
替機能（ｆ７）は、第２切替手段を構成している。第２切替手段としては、警告入／切ボ
タンに限らず、任意の入力インタフェースが使用可能となっている。
【００７０】
　（ｆ８）プリセット起動時に、内部記憶部１２内の（スキャン部位別の）最大値の確認
を促す確認メッセージを、表示制御部９を介してディスプレイ１０に表示する第２表示機
能。第２表示機能、表示制御部９及びディスプレイ１０は、第２表示手段を構成している
。
【００７１】
　（ｆ９）図示しない確認メッセージ入／切ボタンに対する操作者の操作により、第２表
示機能のオン状態及びオフ状態を互いに切り替える第３切替機能。確認メッセージ入／切
ボタン及び第３切替機能（ｆ９）は、切替手段を構成している。切替手段としては、確認
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メッセージ入／切ボタンに限らず、任意の入力インタフェースが使用可能となっている。
【００７２】
　（ｆ１０）内部記憶部１２内のスキャン部位別の最大値が、プリセットされている最大
値以下であるかどうかを、表示制御部９を介してディスプレイ１０に表示する第３表示機
能。ここで、「プリセットされている最大値」は、「プリセットされているスキャン部位
別の推奨最大値」と読み替えてもよい。
【００７３】
　但し、各機能（ｆ１）～（ｆ１０）は任意の付加的事項であり、省略可能である。
【００７４】
　次に、以上のように構成された超音波診断装置の動作を図５のフローチャートにより説
明する。
【００７５】
　始めに、超音波診断装置１は、前述したステップＳＴ１～ＳＴ３と同様にステップＳＴ
１１～ＳＴ１３を実行し、スキャンを開始する。ここで、超音波診断装置１では、制御プ
ロセッサ１１の超音波制御機能がオフ状態であるとする。また、超音波診断装置１では、
制御プロセッサ１１が、超音波出力に関する現在のＭＩ値を表示制御部９を介してディス
プレイ１０に表示するとする。
【００７６】
　超音波診断装置１では、超音波出力調整ダイヤル１７に対する操作者の操作に応じて超
音波出力を調整し、スキャン部位別に、表示中のＭＩ値が所望のＭＩ値の最大値となる状
態まで超音波出力を下げる（ＳＴ１４）。これにより、現在表示中のＭＩ値が、スキャン
部位に応じた所望の最大値となる。
【００７７】
　超音波診断装置１では、制御プロセッサ１１が、ＭＩリミットボタン１６に対する操作
者の操作により、超音波出力制御機能のオフ状態をオン状態に切り替える（ＳＴ１５）。
【００７８】
　超音波診断装置１では、超音波出力制御機能がオン状態に切り替えられると、当該調整
された超音波出力に応じて表示中の現在のＭＩ値を最大値として内部記憶部１２内のプリ
セット情報に書き込む（ＳＴ１６）。このように、超音波診断装置１では、操作者の操作
に応じて、内部記憶部１２に記憶されたプリセット情報内のＭＩ値の最大値を現在の最大
値に変更することができる。
【００７９】
　次に、第１の実施形態で述べたとおり、ある目的のために、操作者の判断の下、プリセ
ット情報内のＭＩ値の最大値を超えるＭＩ値でスキャンをする場合に関し、プリセット情
報内のＭＩ値の最大値よりも上の最大値を選択する方法について説明する。
【００８０】
　スキャン実行中、ＭＩリミットボタン１６に対する操作者の操作により、制御プロセッ
サ１１が、超音波出力制御機能のオン状態をオフ状態に切り替える。この状態で、再度、
ステップＳＴ１４～ＳＴ１６を実行することにより、プリセット情報内のＭＩ値の最大値
よりも上の最大値を選択し、当該選択した最大値にプリセット情報を変更することができ
る。
【００８１】
　上述したように本実施形態によれば、超音波出力に関する現在の指標値を表示し、超音
波出力制御機能がオフ状態のとき、操作者の操作に応じて超音波出力を調整し、操作者の
操作により、超音波出力制御機能のオン状態及びオフ状態を互いに切り替え、当該超音波
出力制御機能がオン状態に切り替えられると、当該調整された超音波出力に応じて表示中
の現在の指標値を最大値として書き込む。すなわち、制御プロセッサ１１の調整機能（ｆ
２）及び第１切替機能（ｆ３）は、操作者の操作に応じて、書込機能（ｆ４）を介して内
部記憶部１２内の指標値の最大値を現在の指標値に変更する。
【００８２】



(11) JP 6396088 B2 2018.9.26

10

20

30

40

50

　従って、本実施形態によれば、第１の実施形態の効果に加え、スキャン部位別に、超音
波出力に関する指標値の最大値を所望の値に変更することができる。
【００８３】
　また、本実施形態によれば、比較機能（ｆ５）及び警告機能（ｆ６）により、表示され
た現在のＭＩ値と、プリセット情報内のＭＩ値の最大値とを比較し、現在のＭＩ値が当該
最大値以上のとき、操作者に警告を出力する場合、検査中に誤って超音波出力の高い生体
作用を患者に与えることを防止できる。また、操作者の操作により、第２切替機能（ｆ７
）が警告のオン状態及びオフ状態を切り替える構成により、研究用などの正当な用途にお
いて、適宜、警告を停止できるため、不要な警告から操作者を保護することができる。
【００８４】
　また、本実施形態によれば、第２表示機能（ｆ８）により、プリセット起動時に、スキ
ャン部位別の指標値の最大値の確認を促す確認メッセージを表示する場合、検査中に誤っ
て超音波出力の高い生体作用を患者に与えることを防止できる。また、操作者の操作によ
り、第３切替機能（ｆ９）が確認メッセージの表示のオン状態及びオフ状態を切り替える
構成により、前述同様に、研究用などの正当な用途において、適宜、不要な確認メッセー
ジから操作者を保護することができる。
【００８５】
　また、本実施形態によれば、第３表示機能（ｆ１０）により、スキャン部位別の指標値
の最大値が、プリセットされている（スキャン部位別の推奨）最大値以下であることを表
示する場合、スキャン部位別の指標値の最大値の設定が、安全な範囲内にあることを操作
者が確認できる。
【００８６】
　また、制御プロセッサ１１は、装置起動後からスキャン終了までの所望の期間中、プリ
セット情報内のスキャン部位別の指標値の最大値が、スキャン部位別の推奨最大値以下で
あることを、表示制御部９を介してディスプレイ１０に表示できる。この推奨最大値以下
の表示に関する事項は、以下の各実施形態でも同様である。
【００８７】
　また、制御プロセッサ１１は、スキャン開始からの経過時間を、表示制御部９を介して
ディスプレイ１０に表示できる。このとき、熱的作用に関するＴＩ値別にスキャン時間の
推奨があることから、推奨されるスキャン時間と、スキャン開始からの経過時間とを並べ
て表示してもよい。経過時間の表示に関する事項は、以下の各実施形態でも同様である。
【００８８】
　＜第３の実施形態＞
　次に、第３の実施形態に係る超音波診断装置について図１を参照しながら説明する。
【００８９】
　本実施形態は、第１又は第２の実施形態の変形例であり、スキャン開始後の検査中にＭ
Ｉ値の最大値を変更する必要は無いが、スキャン部位別に操作者がＭＩ値の最大値を設定
する場合に対応している。例えば、医療機関内で、国が定める基準とは異なる超音波出力
に関する規制値の最大値を使用する場合や、各国の超音波安全性に関する基準が、遵守項
目となり、個々の操作者が指標値の最大値をプリセット情報に入力する機能は不要となる
場合が本実施形態の適用例である。具体的には本実施形態では、プリセット情報よりも上
位のシステム情報に指標値の最大値を保存し、操作者毎のプリセット情報を一括して編集
する。
【００９０】
　また、本実施形態では、超音波診断装置１の制御プロセッサ１１が、制御プログラムの
実行により、操作者識別情報の入力を促す機能（ｆ１１）と、操作許可機能（ｆ１２）と
を実現する構成になっている。
【００９１】
　（ｆ１１）調整機能（ｆ２）及び第１切替機能（ｆ３）を操作する操作者に対し、当該
操作者の操作者識別情報の入力を促す機能。
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【００９２】
　（ｆ１２）入力部１３から入力された操作者識別情報と、内部記憶部１２に記憶された
操作者識別情報とを照合し、両者が一致したとき、調整機能（ｆ２）及び第１切替機能（
ｆ３）の操作を許可する操作許可機能。
【００９３】
　但し、各機能（ｆ１１）～（ｆ１２）は任意の付加的事項であり、省略可能である。
【００９４】
　次に、以上のように構成された超音波診断装置の動作を図６のフローチャートにより説
明する。
【００９５】
　超音波診断装置１では、操作者による入力部１３の操作等によって起動すると（ＳＴ２
１）、操作者による入力部１３の選択操作により、システム情報の入力画面の表示が選択
される（ＳＴ２２）。
【００９６】
　制御プロセッサ１１は、この選択に応じて操作者認証のために、編集権限のある操作者
の操作者識別情報の入力を促すメッセージを表示制御部９を介してディスプレイ１０に表
示させる。また、超音波診断装置１では、操作者の操作により入力部１３等から操作者識
別情報が入力される。
【００９７】
　制御プロセッサ１１は、入力された操作者識別情報と、内部記憶部１２内の操作者識別
情報とを照合する。
【００９８】
　照合の結果、両者が一致したときには、制御プロセッサ１１は、超音波出力調整ダイヤ
ル１７、ＭＩリミットボタン１６及びＭＩ最大値選択ダイヤル１５の操作を許可すると共
に、システム情報の入力画面を表示制御部９を介してディスプレイに表示させる。
【００９９】
　システム情報の入力画面の表示中、超音波診断装置１では、操作者による入力部１３等
の操作により、制御プロセッサ１１が、システム情報を編集し、編集後のシステム情報を
内部記憶部１２に保存する。このとき、制御プロセッサ１１は、システム情報内のスキャ
ン部位別に、超音波出力に関するＭＩ値の最大値を編集及び保存する（ＳＴ２３）。なお
、システム情報がスキャン部位別、超音波プローブの種類別及び出荷国別に、超音波出力
に関するＭＩ値の最大値を含む場合には、スキャン部位別、超音波プローブの種類別及び
出荷国別に、当該最大値が編集及び保存される。
【０１００】
　以下、超音波診断装置１では、操作者の操作により、操作者毎のプリセット情報に基づ
き、スキャンを開始する。
【０１０１】
　スキャンの実行中、超音波診断装置１では、患者に超音波を送受信し、得られた受信信
号に基づき、患者のスキャン部位の断層像を求めてディスプレイ１０に表示する。
【０１０２】
　このとき、制御プロセッサ１１は、プリセット情報内のＭＩ値の最大値を超えないよう
に超音波出力を制御する。
【０１０３】
　以上が本実施形態を用いた場合の操作の一連の流れである。
【０１０４】
　本実施形態では、システム情報においてスキャン部位別に、超音波出力に関する指標値
（例、ＭＩ値）の最大値を編集及び保存する構成により、第１又は第２の実施形態の効果
に加え、操作者毎のプリセット情報を一括して編集できる。このシステム情報は、プリセ
ット情報よりも上位の設定情報である。つまり、本実施形態では、システム情報として与
えられている情報はプリセット情報に自動的に反映されるため、個々の操作者がプリセッ
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ト情報内の指標値の最大値を調整する必要がない。更に、本構成を用いることで、スキャ
ン部位や操作者毎に異なる超音波出力に関する規制値の最大値を設定したい場合には、シ
ステム情報で指定されている超音波出力に関する規制値の最大値以下の範囲で、プリセッ
ト毎に任意の最大値を含むことも可能である。
【０１０５】
　従って、指標値の最大値として所望のＭＩ値をシステム情報に設定した場合、出荷時に
用意されているプリセット情報内のＭＩ値の最大値がシステム情報に設定した所望のＭＩ
値に自動的に変更された状態となる。このため、超音波による生体への影響を抑制するた
めだけにＭＩ値の最大値をプリセット情報に書込む必要がなくなる。なお、プリセット情
報は、特に変更する必要は無いが、第１又は第２の実施形態と同様にして変更してもよい
。システム情報（又はプリセット情報）においてＭＩ値の最大値を変更する操作は、全操
作者に許可してもよく、編集権限のある操作者だけに許可してもよい。本実施形態では、
編集権限のある操作者だけに許可する場合を説明している。
【０１０６】
　この場合、入力された操作者識別情報と、内部記憶部１２内の操作者識別情報とを照合
し、両者が一致したときには、操作者に編集権限のあることを認識し、超音波出力調整ダ
イヤル１７、ＭＩリミットボタン１６及びＭＩ最大値選択ダイヤル１５の操作を許可する
。これにより、編集権限のある操作者のみが超音波出力の指標値の最大値を変更すること
ができる。
【０１０７】
　＜第４の実施形態＞
　次に、第４の実施形態に係る超音波診断装置について図１を参照しながら説明する。
【０１０８】
　本実施形態は、第１の実施形態の具体例であり、操作者にＭＩ値の最大値の編集権限を
与えず、装置出荷時にスキャン部位別にＭＩ値の最大値を設定する場合に対応している。
【０１０９】
　具体的には例えば、超音波診断装置１は、予め装置メーカのみが書込み可能な内部情報
を内部記憶部１２に記憶した構成となっている。内部情報は、システム情報よりも上位の
設定情報であり、スキャン部位別、超音波プローブの種類別及び出荷国別に、超音波出力
に関する指標値の最大値を含んでいる。
【０１１０】
　以上のような構成によれば、装置メーカが、操作者にＭＩ値の最大値の編集権限を与え
ず、装置出荷時にスキャン部位別にＭＩ値の最大値を内部情報に設定することができる。
【０１１１】
　以上説明した少なくとも一つの実施形態によれば、被検体のスキャン部位別に、超音波
出力に関する指標値（例、ＭＩ値）の最大値を記憶し、当該指標値の最大値を超えないよ
うに超音波出力を制御する。
【０１１２】
　これにより、スキャンモードによらず、超音波による生体影響をスキャン部位別の指標
値の最大値以下に抑制し、安全性を維持することができる。
【０１１３】
　なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【０１１４】
　１…超音波診断装置、２…超音波プローブ、３…装置本体、４…送受信部、５…Ｂモー
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ド処理部、６…ドプラ処理部、７…画像生成部、８…画像メモリ、９…表示制御部、１０
…ディスプレイ、１１…制御プロセッサ、１２…内部記憶部、１３…入力部、１４…イン
タフェース部、１５…ＭＩ最大値選択ダイヤル、１６…ＭＩリミットボタン、１７…超音
波出力調整ダイヤル。

【図１】 【図２】
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